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富山県告示第118号 

   指定障害福祉サービス事業の廃止について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第46条第２項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービスの事業を廃 

止する旨の届出があったので、同法第51条第２号の規定により公示する。 

  令和６年３月19日              

                   富山県知事  新  田  八  朗  
 

指定障害福 
祉サービス 
の種類 

廃止年月日 事業所番号 
申請者 事業所 

名称 主たる事務 
所の所在地 名称 所在地 

生活介護 令和６年３
月31日 

1611600154 社会福祉法
人新川会 

中新川郡上
市町稗田字
七郎谷１番
32 

さつき苑 中新川郡上
市町湯上野 
 546 

 

 

富山県告示第119号 

   指定居宅サービス事業者の廃止の届出について 

毎週月.水.金曜日発行 
令和６年３月19日 

火 曜 日 
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 介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス 

事業者から同法第75条第２項の規定により次のとおり廃止の届出があったので、同 

法第78条第２号の規定により公示する。 

  令和６年３月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

事業者の名称 株式会社ささや木 

サービスの種類 訪問介護 

事業所 
 
 
 
 

名称 訪問介護ステーションささや木 

所在地 下新川郡入善町青島 401番地１ 

介護保険事業所番号 1671700597 

廃止の届出を受理した年月日 令和６年２月28日 

 

事業者の名称 有限会社真成 

サービスの種類 訪問介護 

事業所 
 
 
 
 

名称 訪問介護ファミリーハンズ米沢 

所在地 滑川市沖田新85番地 

介護保険事業所番号 1671600623 

廃止の届出を受理した年月日 令和６年２月29日 

 

 

富山県告示第120号 

   指定自立支援医療機関の所在地の変更について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第64条の規定により次のとおり指定自立支援医療機関の所在地を変更する 

旨の届出があったので、同法第69条第２号の規定により公示する。 

  令和６年３月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 
 



  令和６年３月 19日      富 山 県 報        第 5208号  3   

  

 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自 
立支援医療の 
種類 

病院又は診 
療所におい 
て担当すべ 
き医療の種 
類 

変更年月日 
名称 

所在地 

変更前 変更後 

訪問看護ス 
テーション 
十色 

高岡市四屋 
 759番地の 
１ つりビ
ル２階 

高岡市荻布 
 347番地１ 

育成医療・更 
生医療 訪問看護 令和５年 

５月22日 

 

 

富山県告示第121号 

   保安林の指定予定について 

 次のとおり保安林の指定をする予定であるので、森林法（昭和26年法律第 249号） 

第30条の２の規定により告示する。 

  令和６年３月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 保安林予定森林の所在場所 

  富山県滑川市荒俣138の１、141の１ 

２ 指定の目的 

  飛砂の防備 

３ 指定施業要件 

 ⑴ 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る立木の伐採を禁止する。 

  イ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 ⑵ 立木の伐採の限度 

   次のとおりとする。 

 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富山県庁及び滑川市役所に備え置 

いて縦覧に供する。） 
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富山県告示第122号 

   知事管理漁獲可能量の設定について 

 漁業法（昭和24年法律第 267号）第16条第１項の規定に基づき、以下の特定水産 

資源に関する令和６管理年度の同項に掲げる数量を、するめいかについては令和６ 

年３月７日付け、くろまぐろについては令和６年３月７日付けで以下のとおり定め 

たので、同条第４項の規定により公表する。 

  令和６年３月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 するめいか、くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）に関する令和６管 

理年度（令和６年４月１日から令和７年３月31日まで）における漁業法第16条第１ 

項に掲げる数量は、次のとおりとする。 

第１ するめいか 

 １ 富山県に配分された都道府県別漁獲可能量 

   現行水準 

 ２ 知事管理区分と知事管理漁獲可能量 
 

知事管理区分 知事管理漁獲可能量 

富山県するめいか漁業 現行水準 

第２ くろまぐろ（小型魚） 

 １ 富山県に配分された都道府県別漁獲可能量                

   98.5トン 

 ２ 知事管理区分と知事管理漁獲可能量 
 

知事管理区分 知事管理漁獲可能量 

富山県氷見漁業協同組合（定置漁業） 60.36トン 

富山県新湊漁業協同組合（定置漁業） 26.06トン 

富山県とやま市漁業協同組合（定置漁業） 3.93トン 

富山県魚津漁業協同組合（定置漁業） 3.60トン 

富山県その他漁業協同組合（定置漁業） 1.17トン 

富山県その他漁業 3.38トン 

第３ くろまぐろ（大型魚） 
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 １ 富山県に配分された都道府県別漁獲可能量 

   15.2トン 

 ２ 知事管理区分と知事管理漁獲可能量 
 

知事管理区分 知事管理漁獲可能量 

富山県氷見漁業協同組合（定置漁業） 10.10トン 

富山県新湊漁業協同組合（定置漁業） 2.32トン 

その他漁業協同組合 2.78トン 
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公      告 
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都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用する同法第20条 

第１項の規定により射水市から次の都市計画の変更に係る図書の写しの送付があっ 

たので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により富山県 

土木部都市計画課に備え置いて縦覧に供する。 

  令和６年３月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 都市計画の種類 

 （種類） 富山高岡広域都市計画用途地域 
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